
　授　　業　　料　　　　
　施 設 協 力 金　　　　
①　小　　　　計　　　　　
　教 育 振 興 会 費　　　　
　ＰＴＡ特別積立金　　　　
　生　徒　会　費　　　　
　旅 行 積 立 金　74期生
　学　　習　　費　74期生
②　小　　　　計　　　　　
　  銀行引落額（①＋②）

　授　　業　　料　　　　
　施 設 協 力 金　　　　
①　小　　　　計　　　　　
　教 育 振 興 会 費　　　　
　ＰＴＡ特別積立金　　　　
　生　徒　会　費　　　　
　学　　習　　費　73期生
②　小　　　　計　　　　　
　  銀行引落額（①＋②）

GA・GSコースのみ　　　　 　　
③旅 行 積 立 金　GA･GS
　　　銀行引落額（①＋②＋③)

　授　　業　　料　　　　
　施 設 協 力 金　　　　
①　小　　　　計　　　　　
　教 育 振 興 会 費　　　　
　ＰＴＡ特別積立金　　　　
　生　徒　会　費　　　　
　卒 業 積 立 金　72期生
　学　　習　　費　72期生
　山　桜　会　費　　　　
②　小　　　　計　　　　　
　  銀行引落額（①＋②）

１学期分

7，500
12，500
4，200
100，000

124，200
124，200

253，750
25，000
278，750

0

※　銀行自動振替日　　１期分（４月～８月）→ ５月31日（但し、日曜・祝日・銀行休業日の場合は翌営業日）
　　（納付締切日）　　２期分（９月～12月）→ 11月30日
　　　　　　　　　　　３期分（１月～３月）→ １月31日

※　１学期授業料・施設協力金は就学支援金のランクが未定のため、２学期と合わせて徴収いたします。

２学期分
203，000
20，000
223，000
6，000
10，000

100，000
30，000
146，000

３学期分
152，250
15，000
167，250
4，500
7，500

100，000
30，000
142，000
309，250

１ヵ年分
609，000
60，000
669，000
18，000
30，000
4，200
300，000
60，000
412，200
1，081，200

（単位：円)

（単位：円)

（単位：円)

追手門学院　大手前高等学校　１年生

１学期分
253，750
25，000
278，750
7，500
12，500
4，200
30，000
54，200
332，950

100，000
432，950

２学期分
203，000
20，000
223，000
6，000
10，000

30，000
46，000
269，000

100，000
369，000

３学期分
152，250
15，000
167，250
4，500
7，500

30，000
42，000
209，250

100，000
309，250

１ヵ年分
609，000
60，000
669，000
18，000
30，000
4，200
90，000
142，200
811，200

300，000
1，111，200

追手門学院　大手前高等学校　2年生

１学期分
253，750
25，000
278，750
7，500
12，500
4，200
45，000
30，000

99，200
377，950

２学期分
203，000
20，000
223，000
6，000
10，000

45，000
30，000

91，000
314，000

３学期分
152，250
15，000
167，250
4，500
7，500

20，000
30，000
62，000
229，250

１ヵ年分
609，000
60，000
669，000
18，000
30，000
4，200
90，000
80，000
30，000
252，200
921，200

追手門学院　大手前高等学校　3年生

2023(令和５)年度　学費等納付金内訳表【改訂版】

※教育振興会費･PTA特別積立金は、PTA規約により代理徴収します。なお、PTA特別積立金は、学校において積み立てている、
　施設の建設･大規模改修の費用や、その際の備品取得などに充てる資金の一部に充当するため、年度末にPTAから学校に寄附
　されます。
※生徒会費は、生徒会からの依頼により代理徴収します。
※山桜会費は、山桜会からの依頼により代理徴収します。なお、山桜会費は卒業年度にお支払い頂く学院同窓会の入会費です。
　したがいまして、内部生は既にお支払い頂いておりますので山桜会費を除く金額となります。

647，750



○
大
手
前
高
等
学
校
学
費
規
程

平
成
２
年
12
月
14
日

制
　
　
　
　
　
　
定

第
１
条
　
こ
の
規
程
は
、
大
手
前
高
等
学
校
に
お
け
る
「
学
生
生
徒
等
納
付
金
」
（
以
下
「
学
費
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
２
条
　
学
費
の
額
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
始
め
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
３
条
　
学
費
は
、
学
期
毎
に
別
に
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
全

期
分
を
納
入
す
る
場
合
は
５
月
末
日
ま
で
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

第
４
条
　
学
期
単
位
で
学
費
を
納
入
で
き
な
い
場
合
は
、
願
い
出
に
よ
り
分
納
を
許
可
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
入
学
時
に
納
付
す
る
学
費
に
つ
い
て
は
、
分
納
を
認
め
な
い
。

２
　
分
納
の
願
い
出
は
、
４
月
15
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３
　
分
納
の
納
入
期
限
は
、
別
に
定
め
る
。

第
５
条
　
前
２
条
の
納
入
期
限
ま
で
に
学
費
を
納
入
し
な
い
場
合
は
、
生
徒
の
保
護
者
等
に
対
し
て
督

促
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
規
程
に
お
け
る
保
護
者
等
と
は
、
入
学
時
の
誓
約
書
に
署
名
し
た
保
護
者

及
び
保
証
人
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
す
る
。

第
６
条
　
前
条
に
規
定
す
る
督
促
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
費
を
納
入
し
な
い
場
合
は
、
納
入

期
限
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
た
日
又
は
納
入
期
限
の
属
す
る
年
度
末
日
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
日

を
も
っ
て
生
徒
を
除
籍
す
る
旨
を
、
生
徒
と
そ
の
保
護
者
等
に
対
し
て
予
告
す
る
。

第
７
条
　
前
条
に
規
定
す
る
除
籍
の
予
告
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
学
費
を
納
入
し
な
い
場

合
は
、
納
入
期
限
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
た
日
又
は
納
入
期
限
の
属
す
る
年
度
末
日
を
も
っ
て
生
徒

を
除
籍
す
る
。
た
だ
し
、
就
学
支
援
金
、
授
業
料
支
援
補
助
金
の
補
助
金
ラ
ン
ク
変
更
に
伴
う
追
加

徴
収
分
は
除
く
。

第
８
条
　
第
６
条
に
規
定
す
る
除
籍
の
予
告
を
行
っ
た
場
合
に
、
生
徒
の
保
護
者
等
か
ら
学
費
納
入
の

猶
予
の
願
い
出
が
あ
り
、
校
長
が
こ
れ
を
許
可
し
た
と
き
は
、
当
該
学
年
度
内
で
校
長
が
認
め
た
期

間
内
は
、
生
徒
の
除
籍
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
９
条
　
除
籍
さ
れ
た
生
徒
が
復
籍
を
希
望
す
る
場
合
は
、
除
籍
後
１
年
以
内
に
未
納
の
学
費
を
完
納

し
た
と
き
に
限
り
、
復
籍
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
10
条
　
生
徒
か
ら
退
学
又
は
休
学
の
願
い
出
が
あ
り
、
若
し
く
は
生
徒
を
退
学
処
分
に
付
し
た
場
合

は
、
校
長
は
直
ち
に
事
務
長
を
経
由
し
て
、
そ
の
旨
を
財
務
課
に
連
絡
す
る
。

第
11
条
　
財
務
課
は
、
前
条
の
連
絡
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
生
徒
に
つ
い
て
学
費
の
納
入
状

況
を
調
査
し
て
、
そ
の
結
果
を
事
務
長
を
経
由
し
て
校
長
に
報
告
す
る
。

第
12
条
　
生
徒
が
、
学
期
の
途
中
に
退
学
（
退
学
処
分
を
含
む
。
）
休
学
又
は
留
学
規
程
に
基
づ
き
留

学
（
以
下
「
留
学
」
と
い
う
。
）
す
る
場
合
は
、
出
席
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
学
期
分
の
学
費

を
徴
収
す
る
。

第
13
条
　
生
徒
の
休
学
が
当
学
期
の
全
期
間
に
お
よ
ぶ
場
合
は
、
学
費
を
徴
収
し
な
い
。
退
学
す
る
生

徒
が
学
費
を
全
納
し
て
い
る
場
合
は
、
次
学
期
以
降
の
学
費
を
返
還
す
る
。

２
　
生
徒
の
留
学
期
間
中
の
学
費
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

⑴
　
生
徒
の
留
学
が
学
期
の
全
期
間
に
お
よ
ぶ
場
合
は
、
当
学
期
の
２
分
の
１
を
免
除
す
る
。

⑵
　
交
換
留
学
生
制
度
に
よ
り
、
協
定
校
で
学
費
を
免
除
さ
れ
る
場
合
は
、
当
学
期
の
全
額
を
徴
収

す
る
。

⑶
　
交
換
留
学
生
制
度
に
よ
り
、
協
定
校
か
ら
受
け
入
れ
る
生
徒
の
学
費
は
、
当
学
期
の
全
額
を
免

除
す
る
。

第
14
条
　
休
学
又
は
留
学
し
て
い
る
生
徒
が
復
学
を
願
い
出
た
場
合
は
、
校
長
は
直
ち
に
事
務
長
を
経

由
し
て
、
そ
の
旨
を
財
務
課
に
連
絡
す
る
。

第
15
条
　
財
務
課
は
、
前
条
の
連
絡
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
生
徒
に
つ
い
て
学
費
の
納
入
状

況
を
調
査
し
て
、
そ
の
結
果
を
事
務
長
を
経
由
し
て
校
長
に
報
告
す
る
。

第
16
条
　
学
費
の
徴
収
に
つ
い
て
こ
の
規
程
に
定
め
る
ほ
か
に
疑
義
を
生
じ
た
と
き
は
、
大
手
前
高
等

学
校
は
財
務
課
に
連
絡
し
、
協
議
の
上
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

１
　
こ
の
規
程
は
、
平
成
３
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

２
　
こ
の
規
程
の
実
施
前
に
留
学
を
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
を
適
用
し
な
い
。

３
　
小
・
中
・
高
等
学
校
学
費
規
程
（
昭
和
53
年
３
月
24
日
実
施
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
平
成
14
年
４
月
１
日
か
ら
実
施
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
平
成
15
年
４
月
１
日
よ
り
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
20
14
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
20
15
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
20
15
年
６
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
20
17
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
20
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
規
程
は
、
20
22
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔　
　
　
　
　
　
　
　
〕


